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提出が必要な書類名  提出が必要なケース 

チェック欄   

事業実施中 

入手 

実績報告書 

添付 

備考 

（入手日等） 

出張旅費明細書（兼出張報告書） ・いかなる場合も必要 ☑ ☑  

経路検索または料金表 ・いかなる場合も必要 ☑ ☑  

航空券の半券または搭乗証明書 ・いかなる場合も必要 ☑ ☑  

支払の証明 ・いかなる場合も必要 ☑ ☑  

提出が必要な書類を事前に確認し、確実に入手しながら補助事業を実施してください。 

⑤ 旅費（航空機を利用） 

[提出が必要な書類] 

このページを印刷し、チェックしながら補助事業を実施することをお勧めします。 

各書類の詳細は、次ページ以降に記載しています。 

実

績

報

告

時

も 

こ

の

順

番

で

添

付 
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ｏｉｎｔ 

当該補助事業での出張であること、補助対象経費であることを、以下で確認

します。 
Ｐ 

[料金表] 

 
① 

② 

③ 

 
 

 

出張行程や旅費の内訳が確認できる書類 

（例）料金表、インターネット路線検索画面 

③★経路ごとの金

額が記載されていま

すか。  

 

補助対象経費とする

交通費の根拠は明ら

かですか。 

②旅費明細書に記載

の出発地・到着地と

同じですか。 

①実際に使用した交

通機関の、出発から

到着までの経路が、

記 載 さ れ て い ま す

か。 

 

 

 

 

 

 

いかなる場合も

実際に支払った金額のみ計

上可能です。 

インターネット路線検索画

面や料金表と、実際の支払

金額が異なる場合には、そ

の差異についての補足説明

資料をご提出ください。 

★ 

 

証拠書類[料金表]の提出について  
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[出張旅費明細書（兼出張報告書）] 

 ① 

⑥ 

 

③ 

 

② 

出張先や日程等が確認できる書類  （例）旅費明細書 

出張目的、出張先で実施したことなどが確認できる書類  （例）出張報告書 

 

 

④ ⑤ 

 

★ 

★ 28090 

28090 

57382 

65182 

ｏｉｎｔ Ｐ 当該補助事業の出張であること、補助対象と

なる内容であるかを、以下で確認します。 

 

 

 

いかなる場合も

⑤金額は記載されていますか。 
（ビジネスクラス等の料金は補助対象外です。） 

★[料金表]の行程料金と記載金額が一致してい

ますか 

④出張経路は記載されていますか。 

③出張日、出張目的は記載されてい
ますか。 

②出張先は記載されていますか。 

①出張者は記載されていますか。 

≪ご注意≫ 

航空運賃は消費税課税取

引です。 

課税事業者様は、補助対

象経費を計上する際に

は、消費税額を差し引い

た金額を計上してくださ

い。 

証拠書類[出張旅費明細書 

（兼出張報告書）]の提出について  

⑥出張先でどのような新たな販路開拓を

行ったのかが記載されていますか。 

（単なる視察は補助対象外です。） 

https://s23.jizokukahojokin.info/doc/s23_ryohi.xlsx
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航空機に搭乗していること、補助対象経費であることを、以下で確認します。 

 

 

 

 

 

④ 
③ 

① 
② 

⑤ 

[航空券の半券] 

 

① 
② 

③ 

 

 

 

④ 

 

⑤ 

航空機に実際に搭乗したことを証明する書類 

（例）航空機の半券、搭乗証明書 

⑤利用した航空会社が発行した半券

（搭乗証明書）ですか。 
※eチケット控えでの代用は不可です。 

④出発地、行先は確認できますか。

旅費明細書に記載の出発地・到着地

と同じですか。 

③便名は確認できま

すか 。 

②搭乗した日付が確

認できますか 。 

①搭乗者の名前が確
認できますか 。 
（社外の人は補助対象外で
す。） 

 

 

 

 

いかなる場合も 

 

ｏｉｎｔ 

Ｐ 

証拠書類[航空券の半券]の提出について  

≪ご注意≫ 
＊ eチケット控えでの代用は不可です。 

＊ 航空券の半券を紛失した場合は、航空会社よ

り搭乗証明書を取得し提出してください。 

航空券の半券か搭乗証明書の提出がないと、

補助対象外となります。 
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物品やサービスなどの代金の支払確認が可能な資料 

（例）銀行振込の控え、振込完了がわかる通帳の写し・ネットバンキングの記録画面 

[支払] 

 

≪ご注意≫ 

銀行振込

原則

Ｐ 

ｏｉｎｔ 

いかなる場合も

証拠書類[支払]の提出について  

④支払日は請求日以降ですか。ま

た、支払日は、事業終了日以前です

か。（事業終了日後の支払いは、補助

対象外です。） 

②支払先が確認できま

すか。また、請求元と

同じですか。 

③支払金額が確認でき

ますか。請求金額と同

じですか。 

①補助事業者名が確認

できますか。 

補助事業に要した経費

と、他の経費を、一括

して支払った場合は、

その旨をご記載くださ

い。 

当該取引の[支払い]であること、補助対象経費であることを、以下で確認し

ます。 

銀行振込 サンプル参照 

   現金払い 
 ⚠ 税抜10万円以下 
   に限る 

電子マネー払い 

クレジットカード払い 

コンビニ払込 
サンプル 

参照 

サンプル 

参照 

サンプル参照 

支払は原則、銀行振込のみです。  

以下の支払方法も、妥当性が確認できれば認められることが 

あります。 

（追加書類）立替払い サンプル参照 

支払は、法人の場合は法人口座から、個人事業主の場合は事業主 
本人名義の口座から※１の支出である必要があります。 
※１ クレジットカード払いの場合は、法人の場合は法人カードを、個人事業主の 

  場合は事業主本人名義のカードを使用する必要があります。 

やむを得ず法人の代表者や従業員が立替払いをした場合は、追加 
書類が必要となります。 

サンプル 

参照 

https://s23.jizokukahojokin.info/susumekata14/doc/teishutu/s23_ginko.pdf
https://s23.jizokukahojokin.info/susumekata14/doc/teishutu/s23_conveni.pdf
https://s23.jizokukahojokin.info/susumekata14/doc/teishutu/s23_genkin.pdf
https://s23.jizokukahojokin.info/susumekata14/doc/teishutu/s23_credit.pdf
https://s23.jizokukahojokin.info/susumekata14/doc/teishutu/s23_tatekae.pdf
https://s23.jizokukahojokin.info/susumekata14/doc/teishutu/s23_denshimoney.pdf

